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年
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

弁
護
士
会
及
び
弁
護
士
に
対
す
る
登
録
免
許
税
の
不
当
課
税
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
六
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議 
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議 
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利 
 
 

茂 

殿 

 

提 
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者 
 

鈴 
 

木 
 
 

強 

 

一 

 



 

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
単
に
日
弁
連
と
い
う
。
）
及
び
弁
護
士
会
（
以
下
こ
の
両
者
を
単
に
日
弁
連
等
と
い

う
。
）
は
、
国
の
権
限
の
委
譲
を
受
け
た
職
能
公
共
団
体
で
あ
る
か
ら
、
登
録
免
許
税
法
（
以
下
単
に
登
録
税
法
と

い
う
。
）
の
別
表
第
二
に
「
非
課
税
法
人
」
と
し
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
規
定
も
れ
に
な

つ
て
い
る
た
め
、
そ
の
所
有
不
動
産
の
登
記
に
つ
き
登
録
免
許
税
（
以
下
単
に
登
録
税
と
い
う
。
）
を
不
当
に
課
税

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
日
弁
連
は
、
弁
護
士
法
の
施
行
の
日
か
ら
弁
護
士
の
登
録
に
関
す
る
一
切
の
権
限
の
委
譲

を
受
け
る
と
同
時
に
、
旧
登
録
税
法
第
七
条
の
定
め
る
弁
護
士
登
録
税
の
課
税
権
限
も
委
譲
さ
れ
た
の
で
、
右 

「
登
録
税
」
を
「
登
録
料
」
と
い
う
名
称
に
変
更
し
て
、
こ
れ
を
徴
収
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
弁
連
が
同
会
が

な
す
弁
護
士
登
録
に
つ
き
、
更
に
弁
護
士
登
録
免
許
税
（
以
下
単
に
弁
護
士
登
録
税
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
こ
と

は
、
登
録
料
の
ほ
か
に
、
登
録
税
を
二
重
に
課
税
す
る
こ
と
に
な
つ
て
不
当
で
あ
る
と
こ
ろ
、
日
弁
連
は
、
昭
和
三 

 
弁
護
士
会
及
び
弁
護
士
に
対
す
る
登
録
免
許
税
の
不
当
課
税
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 三 

 



 

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
右
登
録
税
を
不
当
に
徴
収
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
同
会
の
税
務
対
策
委
員
会
は
、
昨
年

十
月
三
十
日
同
会
会
長
に
対
し
、
「
旧
登
録
税
法
第
七
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
弁
護
士
法
の
全
部
改
正 

に
あ
た
つ
て
、
当
然
に
削
除
さ
る
べ
き
で
あ
つ
た
が
、
立
法
技
術
上
の
都
合
か
ら
、
た
ま
た
ま
削
除
も
れ
に
な
つ

て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
現
行
法
の
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
は
削
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
旨
の
答
申

を
な
し
、
右
答
申
は
昨
年
十
二
月
二
十
七
日
大
蔵
省
に
提
出
さ
れ
た
。 

し
か
し
て
、
政
府
及
び
弁
護
士
の
弁
護
士
法
に
対
す
る
無
理
解
は
、
弁
護
士
法
が
衆
議
院
の
議
員
立
法
と
し
て

成
立
し
た
こ
と
及
び
弁
護
士
法
に
つ
い
て
の
解
説
書
が
な
か
つ
た
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、 

従
つ
て
、
政
府
は
、
登
録
税
法
の
前
記
各
規
定
を
速
や
か
に
改
正
し
て
、
こ
れ
が
是
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
不
当
課
税
の
原
因
は
、
政
府
が
弁
護
士
法
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
に
関
す
る
職
務

権
限
を
有
し
な
い
こ
と
に
基
因
す
る
同
法
の
無
理
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
と
こ
ろ
、
疑
問
の
点

が
あ
る
の
で
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

四 

 



 

政
府
の
親
切
な
答
弁
を
願
い
た
い
（
な
お
、
解
説
書
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
衆
議
院
法
制
局
に
あ
つ
て
、
弁
護
士
法

の
立
法
に
参
画
し
た
福
原
忠
男
弁
護
士
著
の
「
弁
護
士
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
が
昨
年
五
月
に
発
行
さ
れ
た
の
で
、

私
の
質
問
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
）
。 

第
一 

日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
弁
護
士
会
は
、
国
の
権
限
の
委
譲
を
受
け
た
職
能
公
共
団
体
で
あ
る
か
ら
、
政

府
は
、
日
弁
連
等
を
当
然
に
登
録
税
法
第
四
条
第
一
項
の
別
表
第
二
に
「
非
課
税
法
人
」
と
し
て
規
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
規
定
を
も
ら
し
た
の
で
、
こ
れ
を
改
正
し
て
、
同
会
に
対
す
る
不
当
課
税
を
是

正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

一 

弁
護
士
法
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
手
段
と
し
て
、
弁
護
士
に
対
し
、
職
能
公
共
団
体
で
あ

る
日
弁
連
等
を
設
立
さ
せ
、
こ
れ
に
弁
護
士
自
治
権
を
与
え
、
国
家
作
用
を
縦
割
り
し
て
、
日
弁
連
に
対 

 

し
、
行
政
機
関
の
権
限
か
ら
、
弁
護
士
の
登
録
権
、
監
督
権
、
懲
戒
権
及
び
弁
護
士
名
簿
管
理
権
を
、
司
法

機
関
の
権
限
か
ら
、
弁
護
士
の
登
録
及
び
懲
戒
に
対
す
る
第
一
審
の
準
司
法
裁
判
権
（
弁
護
士
法
第
十
六
条 

五 

 



 

(三 ) 

日
弁
連
等
は
、
我
が
国
唯
一
の
職
能
公
共
団
体
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
と
並
立
す
る
自
治
団
体
で
あ

る
が
、
日
弁
連
が
、
全
国
に
わ
た
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
及
び
第
一
審
裁
判
権
を
有
す
る
点
に
お
い
て
、 

(二 ) 

日
弁
連
の
職
務
権
限
の
質
量
は
狭
小
で
あ
る
が
、
そ
の
地
位
は
、
国
の
三
権
に
対
立
し
て
、
国
民
の
側

に
立
つ
て
、
国
会
、
内
閣
及
び
最
高
裁
判
所
に
対
し
、
平
等
の
高
さ
に
お
い
て
並
立
す
る
こ
と
が
で
き
る

職
務
権
限
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
国
が
弁
護
士
法
で
設
立
し
た
自
治
行
政
機
関
で
あ
る
。 

(一 ) 

弁
護
士
法
は
、
国
家
作
用
を
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
及
び
弁
護
士
自
治
権
の
四
権
に
分
割
し
て
、

い
わ
ゆ
る
四
権
分
立
制
度
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。 

及
び
第
六
十
二
条
）
を
移
譲
し
て
、
日
弁
連
等
が
、
内
閣
及
び
裁
判
所
か
ら
独
立
し
た
国
の
行
政
機
関
と
し
て
、

そ
の
権
限
を
自
治
行
政
に
よ
つ
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
四
権
分
立
制

度
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
こ
と
及
び
次
の
こ
と
は
正
し
い
と
考
え
る
が
、
ど

う
か
。 

六 

 



 

二 

日
弁
連
等
の
会
長
、
副
会
長
、
資
格
審
査
委
員
会
委
員
及
び
懲
戒
委
員
会
委
員
は
、
「
法
令
に
よ
つ
て
公 

 

務
に
従
事
す
る
職
員
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
（
同
法
第
三
十
五
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
及

び
第
七
十
一
条
）
、
こ
れ
は
、
日
弁
連
等
の
右
職
員
が
、
国
か
ら
委
譲
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
い
て
、
国
の 

 

行
政
を
執
行
す
る
職
能
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
弁
護
士
法
は
右
職
員
を
「
職
能
公
務
員
」 

(五 ) 

仮
り
に
、
前
記
の
「
四
権
分
立
制
度
」
及
び
「
職
能
公
共
団
体
」
の
考
え
方
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
か
。 

(四 ) 
弁
護
士
会
が
な
し
た
資
格
審
査
及
び
懲
戒
処
分
に
対
し
て
は
「
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
日
弁
連
に

対
し
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
同
法
第
十
二
条
及
び
第
五
十
九
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
右
規
定
は
、
右
処
分
が
国
の
行
政
機
関
で
あ
る
弁
護
士
会
が
な
し
た
行
政
処
分
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
し
た
規
定
で
あ
る
。 

地
方
公
共
団
体
よ
り
高
度
の
自
治
団
体
で
あ
る
。 

七 

 



 

四 

政
府
は
、
各
種
税
法
に
お
い
て
、
日
弁
連
と
日
本
税
理
士
連
合
会
（
以
下
単
に
日
税
連
と
い
う
。
）
と
を
並 

三 

法
人
税
法
は
、
日
弁
連
等
を
第
二
条
の
別
表
第
二
の
「
公
益
法
人
」
に
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で

あ
つ
て
、
同
条
の
別
表
第
一
の
「
公
共
法
人
」
に
規
定
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

(三 ) 

登
録
税
法
は
、「
み
な
す
公
務
員
」
の
法
人
で
あ
る
公
社
、
公
団
等
を
非
課
税
法
人
と
規
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
真
正
の
「
公
務
員
」
の
法
人
で
あ
る
日
弁
連
等
を
「
非
課
税
法
人
」
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
当

然
の
事
理
で
あ
る
。 

(二 ) 

政
府
は
、
日
弁
連
等
に
約
一
、
五
〇
〇
名
の
職
能
公
務
員
が
い
る
こ
と
及
び
「
職
能
公
務
員
」
と
「
み
な
す

公
務
員
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
か
つ
た
。 

(一 ) 
我
が
国
に
は
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
及
び
職
能
公
務
員
の
三
種
の
公
務
員
が
存
在
す
る
。 

と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右
の
こ
と
及
び
次
の
こ
と
は
正
し
い
か
ど
う
か
。 

仮
り
に
、
日
弁
連
等
が
「
公
益
法
人
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

八 

 



 

五 

政
府
は
、
地
方
税
法
に
お
い
て
、
日
弁
連
等
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
、
誤
つ
た
規
定
を
な
し
、
又
は
、
こ

れ
を
非
課
税
の
範
囲
に
規
定
し
て
い
な
い
（
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
納
税
義
務
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
）

が
、
右
は
、
政
府
が
、
日
弁
連
等
の
存
在
及
び
日
弁
連
等
が
「
公
共
法
人
で
あ
る
。
」
こ
と
を
意
識
し
て
い
な

か
つ
た
結
果
に
基
づ
く
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

(二 ) 

法
人
事
業
税
で
は
、
「
公
益
法
人
」
と
し
て
収
益
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
と
規
定
し
て
い
る 

(一 ) 

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
で
非
課
税
の
範
囲
に
規
定
し
て
い
な
い
（
第
二
十
五
条
及
び
第
二
百
九

十
六
条
）
。 

記
し
て
「
同
等
の
公
益
法
人
で
あ
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
日
税
連
が
税
理
士
名
簿
の
管
理
を
し
て
い
る

の
は
、
「
行
政
事
務
の
委
任
」
に
基
づ
い
て
管
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
会
は
公
益
法
人
で
あ
る
が
、

日
弁
連
は
「
国
の
行
政
権
限
の
委
譲
」
に
基
づ
い
て
弁
護
士
名
簿
を
管
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
会
は

公
共
法
人
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

九 

 



 

第
二 

登
録
税
法
は
、
第
九
条
の
別
表
第
一
の
二
十
三
の

(一 )
に
お
い
て
、
弁
護
士
の
登
録
に
つ
き
一
件
二
万
円
の 

六 

日
弁
連
等
は
、
前
記
の
よ
う
な
事
情
で
、
公
務
所
で
あ
る
日
弁
連
等
が
所
有
す
る
建
物
及
び
土
地
に
対 

 

し
、
不
動
産
登
記
の
登
録
税
、
不
動
産
取
得
税
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
等
の
納
税
を
不
当
に
強
制
さ

れ
て
、
大
変
苦
労
し
て
き
た
が
、
政
府
は
、
日
弁
連
等
か
ら
、
右
苦
労
の
軽
減
に
つ
き
申
入
れ
を
受
け
た
こ
と

が
あ
つ
た
か
。 

七 

そ
こ
で
、
政
府
は
、
差
当
り
頭
書
の
と
お
り
、
登
録
免
許
税
法
を
改
正
し
て
、
日
弁
連
等
に
対
す
る
不
当

課
税
を
是
正
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

(三 ) 
不
動
産
取
得
税
（
第
七
十
三
条
の
三
及
び
四
）
、
自
動
車
税
（
第
百
四
十
六
条
）
、
固
定
資
産
税
（
第
三
百

四
十
八
条
）
、
軽
自
動
車
税
（
第
四
百
四
十
三
条
）
、
自
動
車
取
得
税
（
第
六
百
九
十
九
条
の
四
）
及
び
都
市

計
画
税
（
第
七
百
二
条
の
二
）
で
非
課
税
の
範
囲
に
規
定
し
て
い
な
い
。 

（
第
七
十
二
条
の
五
）
。 

一
〇 

 



 

登
録
税
を
課
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
右
規
定
は
弁
護
士
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
十
四
年
九
月
一
日
か

ら
、
日
弁
連
が
登
録
税
の
課
税
権
限
に
基
づ
い
て
、
従
前
の
登
録
税
と
同
額
の
登
録
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に 

 

し
た
結
果
、
旧
登
録
税
法
（
以
下
単
に
旧
法
と
い
う
。
）
第
七
条
の
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
は
死
文
化
し
た
の 

 

に
、
同
条
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
置
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
新
登
録
税
法
で
引
き
継
い

だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
、
こ
れ
を
削
除
し
て
、
日
弁
連
の
登
録
料
に
対
し
、
登
録
税
が
二
重
課
税
に
な

つ
て
い
る
不
当
な
事
実
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

一 

旧
登
録
税
法
第
七
条
の
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
弁
護
士
法
の
全
部
改
正
に
あ
た 

り
、
そ
の
附
則
で
当
然
に
削
除
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、
弁
護
士
法
の
改
正
が
衆
議
院
の
議
員
立

法
と
し
て
提
出
さ
れ
た
た
め
、
右
登
録
税
の
改
正
を
弁
護
士
法
の
附
則
で
改
正
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
律

案
を
大
蔵
委
員
会
に
も
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
法
技
術
上
の
困
難
が
あ
つ
た
た
め
、
と
も
か
く

も
、
弁
護
士
法
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
登
録
税
法
に
お
け
る
弁 

一
一 

 



 

二 

新
弁
護
士
法
の
制
定
に
よ
つ
て
、
昭
和
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
つ
た
か
、
あ

つ
た
と
し
て
も
、
政
府
は
こ
れ
を
認
識
し
な
か
つ
た
の
か
、
ど
う
か
。 

(二 ) 

日
弁
連
は
、
弁
護
士
登
録
税
の
課
税
権
限
に
基
づ
き
、
前
同
日
か
ら
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
則
第
二

十
三
条
に
お
い
て
、
「
登
録
税
」
を
「
登
録
料
」
と
い
う
名
称
に
変
更
し
て
、
旧
登
録
税
と
同
額
の
登
録
料
を 

(一 ) 

弁
護
士
登
録
税
の
課
税
の
権
限
は
、
昭
和
二
十
四
年
九
月
一
日
に
国
か
ら
日
弁
連
に
委
譲
さ
れ
た
の 

で
、
日
弁
連
は
、
同
日
か
ら
弁
護
士
登
録
税
の
課
税
主
体
と
な
つ
た
。 

こ
の
よ
う
な
質
問
は
、
誠
に
お
か
し
な
質
問
で
あ
る
が
、
弁
護
士
登
録
税
の
二
重
課
税
が
、
誠
に
お
か
し

な
事
情
で
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
発
生
し
た
の
で
、
そ
の
不
当
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
上
、
質
問

す
る
次
第
で
あ
る
。 

護
士
登
録
税
の
規
定
の
削
除
に
つ
い
て
は
、
次
期
通
常
国
会
に
お
い
て
、
政
府
が
改
正
す
る
こ
と
に
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
う
か
。 

一
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(六 ) 

大
蔵
省
は
、
旧
法
第
七
条
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
日
弁
連
が
弁
護
士
登
録
税
を
徴
収
し
て
い

た
も
の
と
考
え
て
、
昭
和
二
十
九
年
ご
ろ
か
ら
、
日
弁
連
に
対
し
、
歳
入
予
算
見
積
書
及
び
歳
入
決
算
報

告
書
（
以
下
こ
れ
ら
を
単
に
歳
入
報
告
書
類
と
い
う
。
）
の
提
出
方
を
請
求
し
た
。 

(五 ) 

政
府
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
第
七
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
旧
法
第
七
条
の
規
定
を
法
律
改
正
に
よ
つ

て
削
除
す
る
こ
と
を
失
念
し
た
。 

(四 ) 

仮
り
に
、
政
府
が
「
旧
法
第
七
条
の
規
定
は
死
文
化
し
た
も
の
で
な
い
。
」
と
断
定
し
て
い
た
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
右
断
定
の
時
期
及
び
理
由
を
伺
い
た
い
。 

(三 ) 

旧
登
録
税
法
第
七
条
の
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
（
以
下
単
に
旧
法
第
七
条
の
規
定
と
い
う
。
）
は
、
前
同

日
か
ら
死
文
化
し
た
。 

徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
、
新
規
登
録
三
千
円
、
登
録
換
千
二
百
円
及
び
取
消
の
請
求
百
二
十
円
を
徴
収
す

る
こ
と
に
し
た
。 
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(九 ) 

弁
護
士
岡
部
勇
二
君
は
、
登
録
税
を
納
付
し
な
い
で
登
録
を
し
た
の
で
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
、
国
を

被
告
と
し
て
東
京
地
方
裁
判
所
に
同
庁
昭
和
三
十
七
年

(行 )
第
八
九
号
登
録
税
法
無
効
確
認
等
請
求
事
件
を

も
つ
て
、
登
録
税
債
務
不
存
在
等
の
確
認
の
訴
を
提
起
し
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
右
訴
は
棄
却
さ

れ
た
。 

(八 ) 

日
弁
連
は
、
大
蔵
省
が
、
そ
の
後
も
歳
入
報
告
書
類
の
提
出
を
求
め
て
き
た
の
で
、
会
員
岡
部
勇
二
君

の
要
請
に
よ
り
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
「
登
録
税
法
研
究
委
員
会
」
を
設
置
し
て
審
議
し
た
結
果
、
右
会
員

の
主
張
す
る
「
旧
法
第
七
条
の
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
は
、
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
意
見
は
採

択
さ
れ
た
が
、
日
弁
連
は
、
政
府
に
対
し
、
こ
れ
が
改
正
の
進
達
を
し
な
か
つ
た
。 

(七 ) 

日
弁
連
は
、
弁
護
士
登
録
税
を
徴
収
し
て
い
な
か
つ
た
の
で
、
大
蔵
省
の
請
求
に
対
し
、
歳
入
報
告
書

類
を
提
出
し
な
か
つ
た
。 

右
事
件
は
、
同
君
が
上
訴
し
た
の
で
、
昭
和
三
十
九
年

(行 )
(ツ )
第
五
〇
号
上
告
事
件
で
最
高
裁
判
所
に
係 
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五 

 
 （  ）

属
し
た
が
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
二
十
四
日
に
棄
却
さ
れ
た
。 

 
前
記
訴
訟
に
お
い
て
、
国
は
「
所
轄
の
練
馬
税
務
署
長
は
、
日
弁
連
か
ら
の
通
知
が
な
く
と
も
、
原
告

か
ら
登
録
税
法
に
従
つ
て
登
録
税
三
千
円
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
お
か
し
な
、
か
つ
不
当

な
主
張
を
し
て
勝
訴
し
た
が
、
結
局
、
原
告
か
ら
右
三
千
円
を
徴
収
し
な
か
つ
た
。 

〇 

日
弁
連
は
、
大
蔵
省
か
ら
の
照
会
に
対
し
、
全
体
理
事
者
会
議
の
決
議
だ
け
で
、
昭
和
三
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
、
登
録
料
五
千
円
の
ほ
か
に
、
何
等
の
権
限
な
く
し
て
、
弁
護
士
登
録
税
三
千
円
を
不
当
に
徴

収
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
登
録
税
の
二
重
課
税
の
事
実
が
発
生
し
た
。 

 

日
弁
連
は
、
前
同
日
か
ら
登
録
税
の
不
当
徴
収
を
は
じ
め
た
が
、
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
歳
入

報
告
書
類
を
提
出
し
な
か
つ
た
の
で
、
大
蔵
省
は
、
弁
護
士
登
録
税
の
各
年
度
額
を
認
識
で
き
な
か
つ 

 

た
。 

 

結
局
、
日
弁
連
は
、
は
じ
め
の
十
四
年
間
は
弁
護
士
登
録
税
を
徴
収
し
な
か
つ
た
し
、
そ
の
後
の
十
四 

一 一 
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四 

現
在
の
登
録
料
は
、
増
額
さ
れ
て
、
新
規
登
録
三
万
円
、
但
し
司
法
修
習
を
終
え
引
続
き
登
録
す
る
者
は

一
万
五
千
円
、
登
録
換
六
千
円
、
登
録
事
項
の
変
更
三
千
円
及
び
弁
護
士
の
請
求
に
よ
る
登
録
取
消
千
円
に

な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
、
右
登
録
料
の
増
額
は
、
国
の
機
関
の
認
可
事
項
に
な
つ
て
い
な
い
は
ず
だ
が
、
政
府 

三 

日
弁
連
は
、
昭
和
三
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二
年
二
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
、
弁
護
士
の
新
規

登
録
に
お
い
て
、
六
、
八
八
三
名
の
会
員
か
ら
、
合
計
一
億
二
三
六
万
一
千
円
の
登
録
税
を
不
当
に
徴
収
し

た
が
、
政
府
は
、
こ
の
金
額
に
つ
き
各
年
度
の
予
算
、
決
算
の
金
額
に
計
上
し
た
か
。
計
上
し
た
と
す
れ 

 
 

ば
、
ど
こ
の
省
庁
の
い
か
な
る
科
目
に
計
上
し
た
か
。 

一
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四 （
年
間
は
こ
れ
を
徴
収
し
た
の
で
あ
る
が
、
政
府
は
、
こ
の
事
実
を
認
識
し
て
い
た
か
。
認
識
し
た
と
す
れ

ば
、
い
つ
頃
、
い
か
な
る
方
法
で
認
識
し
た
か
。 

 

弁
護
士
登
録
税
は
、
収
入
印
紙
を
も
つ
て
日
弁
連
に
納
付
す
る
た
め
、
政
府
は
、
こ
れ
が
納
付
に
つ
い

て
は
、
全
く
関
知
し
な
か
つ
た
。 

一  ）

 



 

五 

以
上
の
事
実
に
よ
る
と
、
弁
護
士
登
録
税
の
課
税
権
は
、
弁
護
士
法
に
よ
つ
て
日
弁
連
に
委
譲
さ
れ
た 

 

の
で
、
政
府
は
全
く
関
知
し
な
い
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
は
削
除
さ
れ

る
の
が
、
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

六 

仮
り
に
、
弁
護
士
登
録
税
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。 

(二 ) 

建
築
士
法
第
五
条
第
一
項
の
二
級
建
築
士
の
免
許
の
登
録
に
対
し
、
登
録
免
許
税
を
課
税
し
な
い
理
由 

(一 ) 

昭
和
四
十
二
年
の
登
録
免
許
税
の
制
定
の
と
き
に
、
旧
法
第
七
条
の
弁
護
士
登
録
税
の
う
ち
、
「
登
録

換
」
及
び
「
取
消
の
請
求
」
の
登
録
税
を
削
除
し
て
、
新
規
登
録
の
登
録
税
の
み
を
残
存
さ
せ
た
理
由
は
何

か
。 

は
、
右
登
録
料
の
増
額
を
い
か
な
る
方
法
で
認
識
し
た
か
。
ま
た
、
そ
の
増
額
の
適
否
に
つ
き
判
断
し
た
こ

と
が
あ
つ
た
か
。 
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〇

(五 ) 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
登
録
税
の
未
納
を
マ
ス
コ
ミ
で
当
然
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
弁
護
士
の
登
録
に
つ
い
て
は
官
報
で
そ
の
登
録
番
号
、
法
律
事
務
所
及

び
氏
名
が
公
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
二
の

(九 )
及
び

記
載
の
と
お
り
、
政
府
が
主
張
し
、
最
高
裁

判
所
が
こ
れ
を
認
容
し
た
判
例
に
従
つ
て
、
所
轄
の
税
務
署
長
を
し
て
、
右
未
納
の
登
録
税
を
容
易
に
徴 

(四 ) 

今
年
四
月
に
、
司
法
修
習
を
終
え
引
続
き
弁
護
士
の
登
録
を
す
る
者
全
員
が
、
登
録
申
請
書
提
出
の
と

き
に
、
登
録
税
の
二
重
課
税
を
理
由
に
登
録
税
を
納
付
し
な
い
場
合
に
は
、
日
弁
連
は
、
登
録
税
を
徴
収

す
る
職
務
権
限
も
義
務
も
な
い
か
ら
、
そ
の
登
録
申
請
を
受
理
し
て
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
が
、
ど
う
か
。 

(三 ) 
司
法
修
習
生
の
新
規
登
録
の
登
録
税
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
制
度
の
趣
旨
に
従
い
、
日
弁
連
の
登
録

料
と
同
様
、
半
額
に
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

は
何
か
。 
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一
九 

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


